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１章 基準適合性 

 

次頁以降の記載内容のうち、  の記載事項は、前回提出から

の変更箇所を示す。 
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1. 概要

本説明書は，変更後における廃棄物管理施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関する

事項に基づき，廃棄物管理施設の当該事業変更許可申請（以下「本申請」

という。）に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後

の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 

2. 基本方針

本説明書では，本申請における，「実施した設計活動に係る品質管理の

実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る

事項」を，以下のとおり説明する。 

(１) 設計活動に係る品質管理の実績

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の方

法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階につ

いて「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理の

方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，

調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に，

文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に，不

適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。 

(２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記

載する。 
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   具体的には，組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階につ

いて「4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管理

の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」，「4.4

 工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」

に，設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）にお

ける調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方法」

に，文書管理について「4.7 その後の設計，工事等における文書及び

記録の管理，識別管理及びトレーサビリティ」に，不適合管理につい

て「4.8 その後の不適合管理」に記載する。 

   また，設工認に基づき，「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の技術基準に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第1

0号）（以下「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するため

に必要となる設備（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管

理について，「5. 適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。 

 

3. 設計活動に係る品質管理の実績 

  本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，廃棄物管理事業変更

許可申請書本文における六、廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文六号」

という。）に基づき以下のとおり実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31

日までに実施した業務は，事業変更許可本文六号に基づくものではないこ

とから，令和２年３月31日までに実施した業務の実績については，本申請

における活動実績に応じて記載する。 
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（補足説明資料1-1） 

 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む） 

  設計及び調達は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31

日以前に実施した調達業務は第3.1－２図に示す組織に係る体制で実施し

た。 

（補足説明資料1-2） 

  また，設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）及

び調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管

する箇所を第3.1－１表に示す。 

（補足説明資料1-2） 

  第3.1－１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に

関する設計及び調達について，責任と権限を持つ。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

  設計は，第3.1－１表に示す主管箇所のうち，「3.3 本申請における設

計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施す

る。 

  この設計に必要な資料の作成を行うため，第3.1－１図に示す体制を定

めて設計に係る活動を実施する。 

  なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-2） 
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3.1.2 調達に係る組織 

  調達は，第3.1－１表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-2） 

 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

  本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として，事業変更許可本文六号「Ｇ．ｃ．設計開発」のうち，

必要な事項に基づき以下のとおり実施する。 

  本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文六号との関係

を第3.2－１表に示す。 

  設計を主管する箇所の長は，第3.2－１表に示すアウトプットに対する

審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

  また，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1－１表に示す

設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-1） 

 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

  設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「3.3.1 設

計に用いる情報の明確化」，「3.3.2(１) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(２) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

  以下に各段階の活動内容を示す。 

（補足説明資料2-2） 
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3.3.1 設計に用いる情報の明確化 

  設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計に用いる情報を明確に

する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-3） 

 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実施す

る。 

 (１) 申請書作成のための設計 

   設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設計

を実施する。 

   また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に必

要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達に

よる解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項

を実施し品質を確保する。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-3） 

（補足説明資料2-4） 

 (２) 設計のアウトプットに対する検証 

   設計を主管する箇所の長は，「3.3.2 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認

した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示

する。ただし，当該設計を行った要員に当該設計の検証をさせない。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-4） 

 (３) 申請書の作成 

   事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を主管する

箇所の長が実施する本申請における申請書作成のための設計からのア

ウトプットを基に，本申請に必要な申請書を作成する。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-5） 

 (４) 申請書の承認 

   事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請に必要な

申請書を，貯蔵管理安全委員会及び品質・保安会議へ付議し，審議を

受ける。 

   また，事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，貯蔵管理

安全委員会及び品質・保安会議の審議を得た本申請における申請書に

ついて，原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-6） 

（補足説明資料2-7） 

（補足説明資料2-8） 

 

3.3.3 設計における変更 

  設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結

果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた

段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 
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（補足説明資料2-9） 

 

3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象と

なる業務のうち，令和２年３月31日までに実施した本申請における基本設

計に係る調達製品の検証については，事業変更許可本文六号に基づく設計

管理は適用しない。 

 

3.4 本申請における調達管理の方法 

  調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，以下に示す

管理を実施する。 

 

3.4.1 供給者の技術的評価 

  調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物品

等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実

施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-1） 

 

3.4.2 供給者の選定 

  調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行う場

合，調達に必要な要求事項を明確にし，「3.4.1 供給者の技術的評価」

で，技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-2） 

（補足説明資料3-3） 

 

3.4.3 調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに

係る活動を行うに当たって，以下に基づき業務を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 (１) 仕様書の作成 

   調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ調達物品等要求事項を

含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「3.4.3(２) 調達した役務の検証」参照） 

（補足説明資料3-4） 

 (２) 調達した役務の検証 

   調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達物品等要求事項を満

たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

   供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領及

び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

（補足説明資料 3-5） 

 

3.4.4 請負会社他品質監査 

  供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメント

システムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適

切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負会社他品質

監査を実施する。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料 3-6） 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

  本申請における設計に係る文書及び記録については，品質マネジメント

文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に管理す

る。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-7） 

3.6 本申請における不適合管理 

  本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置を

行う。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-8） 

4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，事業変更許可本文六号に基づき以下のとおり実施する。 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む） 

  その後の工事等の活動は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施す

る。 
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4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査 

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

  設計及び工事等におけるグレード分けは，廃棄物管理施設の安全上の重

要度に応じて行う。 

 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，その

後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施するととも

に，記録を管理する。 

  なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を主管

する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

 

4.3 その後の設計に係る品質管理の方法 

  設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

  その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明確に

する。 

 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

  その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性確認

対象設備を抽出する。 
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4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への

適合性を確保するための設計を実施する。 

 (１) 基本設計方針の作成（設計１） 

   設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準規

則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確に

した基本設計方針を作成する。 

 (２) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設

計２） 

   設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があっ

た要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の結

果を用いて実施する。 

 (３) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

   設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な活

動となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につい

て，個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

 (４) 設計のアウトプットに対する検証 

   設計を主管する箇所の長は，「4.3.3 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応

に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に

対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

組織の要員に指示する。 

   なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していな
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い上位職位の者に実施させる。 

 (５) 設工認申請書の作成 

   設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所の

長が実施する設計からのアウトプットを基に，設工認申請書を作成す

る。 

 (６) 設工認申請書の承認 

   設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請書を貯蔵管

理安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承認を得る。 

 

4.3.4 設計における変更 

   設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実

施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

  工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果を

反映した設備を導入するために必要な工事を，「4.6 設工認における調

達管理の方法」の管理を適用して実施する。 

 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

  工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合するた

めの具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の設計結果

を取りまとめる。 
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4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

  工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するための

工事を実施する。 

 

4.5 使用前事業者検査の方法 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するために，以下の項目について検査を実施する。 

 (１) 実設備の仕様の適合性確認 

 (２) 品質マネジメントシステムに係る検査 

 

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

  検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

 

4.5.3 検査計画の管理 

  検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者

検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 
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4.5.4 使用前事業者検査の実施 

  使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施する。 

 

4.6 設工認における調達管理の方法 

  調達又は契約を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にす

るために，品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

 

4.6.1 供給者の技術的評価 

  契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物品

等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実

施する。 

 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力

安全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じてグレ

ード分けを行うとともに，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管

する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「4.6.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 

 

4.6.3 調達物品等の調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに

係る活動を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等
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を考慮し，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

 (１) 仕様書の作成 

   調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する事

項に基づく調達物品等要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業

務実施状況を適切に管理する。（「4.6.3(２) 調達物品等の管理」参照） 

 (２) 調達物品等の管理 

   調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納

品されるよう調達物品等が納入されるまでの間，製品に応じた必要な

管理を実施する。 

 (３) 調達物品等の検証 

   調達を主管する箇所の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満た

していることを確実にするために調達物品等の検証を行う。 

   なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要

領及び調達物品等のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

 

4.6.4 請負会社他品質監査 

   供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメン

トシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活

動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負

会社他品質監査を実施する。 

 

4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録の管理，識別管理及びト

レーサビリティ 

   その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業変更許

可本文六号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，
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これらを適切に管理する。 

その後の工事等の活動に係る計測器，機器，弁及び配管等について

は，適切に識別管理等を実施する。 

 

4.8 その後の不適合管理 

   その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合について

は適切に処置を行う。 

 

5. 適合性確認対象設備の施設管理 

   工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準

規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適

合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロ

セスに基づき廃棄物管理施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策

定し保全を実施することにより，適合性を維持する。 
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プロセス 主管箇所 

3.3 

本申請 にお ける 

設計に 係る 品質 

管理の方法 

設計を主管する箇所 
技術本部 

土木建築部 

事業変更許可に係る

官庁申請を主管する

箇所 

再処理事業部 

再処理計画部 

3.4 
本申請 にお ける 

調達管 理の 方法 

調達を主管する箇所 
技術本部 

土木建築部 

供給者に対する監査

を主管する箇所 

安全・品質本部 

 

再処理事業部 

品質保証部 

第 3.1－１表 設計及び調達の実施の体制 
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各段階 

事業変更許可

本文六号の対

応項目 

概 要 

設
計 

3.3 

本申請にお

ける設計に

係る品質管

理の方法 

Ｇ．ｃ．(ａ) 

設計開発計画 

本申請及びこれに

付随する基本設計

を実施するための

計画 

3.3.1 

設計に用い

る情報の明

確化 

Ｇ．ｃ．(ｂ) 

設計開発に用

いる情報 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の要求事項の明確

化 

3.3.2(１)  

※ 

申請書作成

のための設

計 

Ｇ．ｃ．(ｃ) 

設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申

請書作成のための

設計 

3.3.2(２)  

設計のアウ

トプットに

対する検証 

Ｇ．ｃ．(ｅ) 

設計開発の検

証 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の妥当性のチェッ

ク 

3.3.3 

※ 

設計におけ

る変更 

Ｇ．ｃ．(ｇ) 

設計開発の変

更の管理 

設計対象の追加や

変更時の対応 

調

達 
3.4 

本申請にお

ける調達管

理の方法 

Ｇ．ｄ． 

調達 

本申請に必要な設

計に係る調達管理 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計

の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 

 

  

第 3.2－１表 本申請における設計の各段階及び調達 

（事業変更許可本文六号との関係） 
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監 査 室

カ イ ゼ ン 推 進 室

調 達 室

働 き 方 改 革 本 部

安 全 ・ 品 質 本 部

地 域 ・ 広 報 本 部

経 営 企 画 本 部

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部 再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

品 質 保 証 部 品 質 管 理 課

品質・保安会議 事 業 者 検 査 課

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課
社 長

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

放 射 線 施 設 課

安 全 ・ 品 質 改 革 委 員 会 環 境 管 理 課

核 物 質 管 理 課

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土 木 建 築 保 全 部

土 木 保 全 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

廃 棄 物 取 扱 主 任 者 技 術 部 保 安 管 理 課

許 認 可 業 務 課

貯蔵管理安全委員会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

ユーティリティ施設課
共 用 施 設 部

安全ユーティリティ課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

化 学 処 理 施 設 部 精 製 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

耐 震 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

技 術 開 発 研 究 所

燃 料 製 造 事 業 部
（ 部：廃棄物管理関係部署）

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

輸 送 管 理 部

設 計 部

東 京 支 社 令和５年７月１日現在

監 査 役 監 査 役 業 務 部

エンジニアリングセンター プ ロ ジ ェ ク ト 部

第 3.1－１図 組織図 
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令和２年３月１日現在 

第 3.1－２図 令和２年３月 31 日以前の組織図 
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廃棄物管理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト 令和5年8月7日 R4

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1-1 本申請における令和２年３月31日までに実施した業務について 2023/3/15 1

補足説明資料1-2 本申請に係る設計及び調達の体制について 2023/8/7 4

補足説明資料2-1
本申請における設計の各段階におけるレビューについて
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/7/7 1

補足説明資料2-2
本申請における設計に係る品質管理の方法について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/8/7 2

補足説明資料2-3
設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/7/7 1

補足説明資料2-4
申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/3/15 1

補足説明資料2-5 申請書の作成について 2023/8/7 3

補足説明資料2-6 申請書の承認について（貯蔵管理安全委員会） 2023/8/7 3

補足説明資料2-7 申請書の承認について（品質・保安会議） 2023/8/7 3

補足説明資料2-8 申請書の承認について（稟議による承認） 2023/8/7 3

補足説明資料2-9
設計における変更について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/7/7 1

補足説明資料3-1
供給者の技術的評価について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/3/15 1

補足説明資料3-2
供給者の選定について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-3
供給者の品質保証計画書について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-4
仕様書の作成について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/7/7 1

補足説明資料3-5
調達した役務の検証について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/7/7 1

補足説明資料3-6
請負会社他品質監査について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-7
文書及び記録の管理について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-8 本申請における不適合管理に係る説明 2023/8/7 3

廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

廃棄物管理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考
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令和 5 年 3 月 15 日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 1-1 
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補足説明資料1-1 

 

本申請における令和２年３月31日までに実施した業務について 

 

本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31日までに実

施した業務は、事業変更許可本文六号に基づくものではないことから、令和

２年３月31日までに実施した業務の実績については、本申請における活動実

績に応じて記載する。 

該当する業務について以下の表に示す。 

 

表 令和２年３月 31 日以前の組織で実施した業務 

添付書類八における 

該当項目 

実績 該当する補足説明資料 

3.4.1 

供給者の技術的評価 

平成 30 年（2018 年）5 月， 

平成 31 年（2019 年）4 月 

補足説明資料 3-1 

供給者の技術的評価に

ついて 

3.4.2 

供給者の選定 

平成 31 年（2019 年）3 月， 

令和元年（2019 年）11 月 

補足説明資料 3-2 

供給者の選定について 

平成 31 年（2019 年）3 月， 

令和元年（2019 年）12 月 

補足説明資料 3-3 

供給者の品質保証計画

書について 

3.4.3 

調達管理 

平成 31 年（2019 年）3 月， 

令和元年（2019 年）11 月 

補足説明資料 3-4 

仕様書の作成について 

令和 2 年（2020 年）3 月 補足説明資料 3-5 

調達した役務の検証に

ついて 
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令和 5 年 8 月 7 日 R4 
 

 

 

 

 

補足説明資料 1-2 
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補足説明資料1-2 

本申請に係る設計及び調達の体制について 

本申請における設計及び調達について、以下に示す各プロセスを主管する

箇所が責任と権限を持ち、業務を遂行した。 

設計を主管する箇所として、再処理施設等における震源を特定せずに策定

する地震動「標準応答スペクトル」の取り入れ（以下、本整理資料において

「「標準応答スペクトル」の取り入れ」という。）の設計に関する業務を土

木建築部土木建築技術課および耐震技術課が実施した。 

調達を主管する箇所として、「標準応答スペクトル」の取り入れの調達に

関する業務を土木建築部土木建築技術課および耐震技術課が実施した。 

契約を主管する箇所として、「標準応答スペクトル」の取り入れの契約に

関する業務を調達室が実施した。 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所として、本申請における申請

書作成および承認について再処理計画部が実施した。 

供給者に対する監査を主管する箇所として、「標準応答スペクトル」の取

り入れに関する調達の供給者に対する監査について、安全・品質本部 品質

保証部および再処理事業部 品質保証部 品質保証課が実施した。 

以上について図「本申請における設計および調達に係る組織」のとおり示

す。 

なお、本申請における一部の業務については、令和２年３月31日以前の組

織で実施していることから、図「本申請における設計および調達に係る組織

（令和２年３月31日以前の組織図）」として示す。 
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監 査 室

カ イ ゼ ン 推 進 室

調 達 室

働 き 方 改 革 本 部

安 全 ・ 品 質 本 部

地 域 ・ 広 報 本 部

経 営 企 画 本 部

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部 再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

品 質 保 証 部 品 質 管 理 課

品質・保安会議 事 業 者 検 査 課

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課
社 長

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

放 射 線 施 設 課

安 全 ・ 品 質 改 革 委 員 会 環 境 管 理 課

核 物 質 管 理 課

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土 木 建 築 保 全 部

土 木 保 全 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

廃 棄 物 取 扱 主 任 者 技 術 部 保 安 管 理 課

許 認 可 業 務 課

貯蔵管理安全委員会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

ユーティリティ施設課
共 用 施 設 部

安全ユーティリティ課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

化 学 処 理 施 設 部 精 製 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

耐 震 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

技 術 開 発 研 究 所

燃 料 製 造 事 業 部
（ 部：廃棄物管理関係部署）

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

輸 送 管 理 部

設 計 部

東 京 支 社 令和５年７月１日現在

監 査 役 監 査 役 業 務 部

エンジニアリングセンター プ ロ ジ ェ ク ト 部

 

設計を主管する箇所：土木建築部 土木建築技術課，耐震技術課 

調達を主管する箇所：土木建築部 耐震技術課 

契約を主管する箇所：調達室 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所：再処理計画部 

供給者に対する監査を主管する箇所：安全・品質本部 品質保証部、品質保証部 品質保証課 

図 本申請における設計および調達に係る組織 
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令和 5 年 7 月 7 日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-1 
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補足説明資料2-1 

 

本申請における設計の各段階におけるレビューについて 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計レビューは設

計の計画（補足説明資料2-2）に基づき、「標準応答スペクトル」の取り入

れに関する廃棄物管理事業変更許可申請書の適合性確認等についてレビュー

することを計画し、2022年1月12日申請にあたっては設計主管課レビュー及

び設計審査委員会でのレビューを実施した。 

設計レビューの実績について下表のとおり示す。 
設計の 
計画 

設計レビュ

ーの実績 
目的 概要 備考 

制定版 
（2021 年

11 月 9 日

承認） 

設計主管課

レビュー 
（土木建築

技術課） 
2021 年 
11 月 11 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。 

補足説明

資料 2-1-

1 

設計主管課

レビュー 
（耐震技術

課） 
2021 年 
11 月 11 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。 

補足説明

資料 2-1-

2 

設計審査委

員会 
2021 年 
11 月 16 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

内容に問題ないことは確認し

たが、説明内容について、設

計の結果に係る情報（アウト

プット）の記載が不足してい

る旨のコメント受けたため、

設計要求事項検討表へ反映・

改正を行った。 

補足説明

資料 2-1-

3 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（土木建築

技術課） 
2021 年 
11 月 17 日 
 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計審査委員会のコメントを

受けた記載修正の内容につい

ての確認。 

補足説明

資料 2-1-

4 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（耐震技術

課） 
2021 年 
11 月 18 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計審査委員会のコメントを

受けた記載修正の内容につい

ての確認。 

補足説明

資料 2-1-

5 
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第 1 版 
（2023 年

3 月 30 日

承認） 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（耐震技術

課） 
2023 年 
4 月 3 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

安全審査における指摘事項を

踏まえ設計に用いる情報（イ

ンプット）を更新し、設計に

用いる情報（インプット）と

設計の結果に係る情報（アウ

トプット）に不整合がなく、

設計の結果に係る情報（アウ

トプット）が設計に用いる情

報（インプット）を満足して

いることを確認した。 

補足説明

資料 2-1-

6 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（土木建築

技術課） 
2023 年 
4 月 4 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

安全審査における指摘事項を

踏まえ設計に用いる情報（イ

ンプット）を更新し、設計に

用いる情報（インプット）と

設計の結果に係る情報（アウ

トプット）に不整合がなく、

設計の結果に係る情報（アウ

トプット）が設計に用いる情

報（インプット）を満足して

いることを確認した。 

補足説明

資料 2-1-

7 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（土木建築

技術課） 
2023 年 
4 月 6 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計に用いる情報（インプッ

ト）の明確化を行ったため、

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。 

補足説明

資料 2-1-

8 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（耐震技術

課） 
2023 年 
4 月 6 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計に用いる情報（インプッ

ト）の明確化を行ったため、

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。 

補足説明

資料 2-1-

9 

設計審査委

員会 
2023 年 
4 月 11 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した

が、説明内容について、設計

の結果に係る情報（アウトプ

ット）の記載を拡充するよう

コメント受けたため、設計要

求事項検討表へ反映・改正を

行った。 

補足説明

資料 2-1-

10 
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設計主管課

レ ビ ュ ー

（土木建築

技術課） 
2023 年 
4 月 14 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計審査委員会のコメントを

受けた記載修正の内容につい

ての確認。 

補足説明

資料 2-1-

11 

設計主管課

レ ビ ュ ー

（耐震技術

課） 
2023 年 
4 月 14 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計審査委員会のコメントを

受けた記載修正の内容につい

ての確認。 

補足説明

資料 2-1-

12 
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なお、設計レビュー区分は下記表のとおりレビュー対象の重要度に応じて

分類されている。 

 

表 設計の重要度分類（「再処理事業部 設計管理要領」改正 38 版 抜粋） 

設 計 重 要 度 設計対象 設計レビュー区分 

クラスＡ 

(1)安全上重要な施設等の安全機能に係る

新増設・改造 

(2)重大事故等対処施設（品質重要度クラ

スⅠ※1）の重大事故等に対処するため

に必要な機能に係る新増設・改造 

・再処理安全委員会または貯蔵管理

安全委員会によるレビュー※2 

・設計審査委員会によるレビュー※3 

・設計主管課が主催するレビュー 

クラスＢ 

(1)その他の安全機能に係る新増設・改造 

(2)重大事故等対処施設（品質重要度クラ

スⅡ、Ⅲ、Ⅳ※1）の重大事故等に対処

するために必要な機能に係る新増設・

改造 

(3)許認可申請に係る評価、解析業務 

・設計審査委員会によるレビュー※3 

・設計主管課が主催するレビュー 

クラスＣ 

(1)安全機能や重大事故等に対処するため

に必要な機能に係わらない新増設・改

造 

(2)許認可申請に係わらない評価、解析業

務 

・設計主管課が主催するレビュー 

※1：再処理事業部 品質重要度分類基準（要領）」に定める品質重要度による。 

※2：安全委員会の運営は、「再処理事業部 再処理安全委員会運営要領」および「再処理事業部 貯蔵管理安全委員会運営

要領」による。 

※3：設計審査委員会の運営、レビュー対象等の詳細は、「再処理事業部 設計審査委員会運用細則」に定める。 

 

以上の設計レビューの実施記録について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-1-1 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課） 

【2021年11月11日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料2-1-2 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（耐震技術課） 

【2021年11月11日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料2-1-3 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課、耐震技術課） 

【2021年11月16日 設計審査委員会 実施記録】 
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補足説明資料2-1-4 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課） 

【2021年11月17日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-5 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（耐震技術課） 

【2021年11月18日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-6 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（耐震技術課） 

【2023年4月3日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-7 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課） 

【2023年4月4日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-8 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課） 

【2023年4月6日 設計主管課レビュー 実施記録】 

60





補足説明資料 2-1-9 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（耐震技術課） 

【2023年4月6日 設計主管課レビュー 実施記録】 

62





補足説明資料 2-1-10 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課、耐震技術課） 

【2023年4月11日 設計審査委員会 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-11 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（土木建築技術課） 

【2023年4月14日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-12 

 

 

廃棄物管理施設における「標準応答スペクトル」の取り入れ 

設計のレビュー（耐震技術課） 

【2023年4月14日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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令和 5 年 8 月 7 日 R2 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-2 
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補足説明資料2-2 

 

本申請における設計に係る品質管理の方法について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計は設計の計画

を定め実施している。設計の計画には添付書類八の第3.2－１表に示す設計

の各段階として「3.3.1 設計に用いる情報の明確化」、「3.3.2(1) 申請

書作成のための設計」、「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」を

記載した設計の計画を作成し、各段階の活動を管理している。 

上記に示す各段階の活動内容を記載した実績について次葉のとおり添付す

る。 

 

１．設計審査委員会によるレビューについて 

本申請において、設計を主管する箇所は、設計の計画にて事業変更許

可申請のために必要な設計プロセスを明確にし、設計の結果に係る情報

（アウトプット）に対する設計審査委員会でのレビューを実施した。 

本業務において、設計変更が発生し設計審査委員会による追加レビュ

ーを実施しているが、本申請の設計においては設計審査委員会の運用を含

む設計の計画として示す設計プロセスについて当社他施設との活動に差異

が生じており、今後、当社他施設との運用の整合性の観点も含めて改善を

図っていく。 

 

２．事業変更許可申請書に関連する会議体について 

（１）設計審査委員会 

設計審査委員会は、廃棄物管理施設および関連施設における新増設

および改造に対して、総合的かつ客観的な観点から設計レビューを行

うことを目的とする。 

 

ａ．審議事項 

・安全上重要な施設等を含む安全機能に係る新増設・改造の設計レビ

ュー 

・重大事故等対処施設の重大事故等に対処するための必要な機能に係

る新増設・改造の設計レビュー 

・許認可申請に係る評価、解析業務 

・新増設または改造に伴う設計に係る品質保証標準類の制定、改正又

は廃止のうち、設計主管課長が設計レビューを必要と判断するもの 

・設備またはシステムの主要な機能に影響する設計のうち、設計主管

課長が設計レビューを必要と判断するもの 
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・既存の施設で採用していない新技術を導入する設計のうち、設計主

管課長が設計レビューを必要と判断するもの 

・その他の設計主管課長および委員長が設計レビューを必要と認める

設計 

 

（２）貯蔵管理安全委員会 

貯蔵管理安全委員会の目的及び審議事項については、「整理資料 

技術的能力に係る審査基準への適合性について」の補足説明資料１－

５に示す。 

 

（３）品質・保安会議 

品質・保安会議の目的及び審議事項については、「整理資料 技術

的能力に係る審査基準への適合性について」の補足説明資料１－４に

示す。 
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令和 5 年 7 月 7 日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-3 
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補足説明資料2-3 

 

設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計に用いる情報

の明確化及び申請書作成のための設計として設計要求事項検討表を作成し、

当該帳票の左欄に設計に用いる情報（インプット）を、中欄に設計検討内容

を、さらに設計の結果に係る情報（アウトプット）を右欄にまとめている。 

 

設計に用いる情報（インプット）の明確化として、設計内容に応じて以下

の要求事項を明確にする。 

① 機能及び性能に係る要求事項 

② 従前の類似した設計から得られた情報であって、当該設計に用いる情

報（インプット）として適用可能なもの 

③ 関係法令 

④ その他設計に必要な要求事項 

上記の①から④の内容が明確にされていること、過不足が無いこと、既許

可を含めた設計図書等から要求事項が抜けなく抽出されていることについて、

設計を主管する箇所においてその妥当性を審査、承認している。 

 

設計に用いる情報（インプット）を基に設計検討を進め、設計検討内容を

設計要求事項検討表の中欄へ記載し、設計の結果に係る情報（アウトプッ

ト）を設計要求事項検討表の右欄へ記載する。設計の結果に係る情報（アウ

トプット）は以下に適合した状態となるようまとめる。 

① 設計に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

② 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供す

るものであること。 

③ 合否判定基準を含むものであること。 

④ 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が

明確であること。 

上記の①から④の内容に適合した設計の結果に係る情報（アウトプット）

とされていること、また設計検討内容及び設計の結果に係る情報（アウトプ

ット）の内容が設計に用いる情報（インプット）を満足する結果となってい

ることについて、設計を主管する箇所においてその妥当性を審査、承認して

いる。 
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「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る設計要求事項検討表

の作成実績 一覧 

日付 設計の計画 
設計要求事項検討表（土木建築技術課） 

インプット アウトプット 
2021年11月９日 新規制定 － － 
2021年11月11日 － 新規制定 新規制定 
2021年11月17日 － 改正１（土木建築技術

課） 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

改正１（土木建築技術

課） 

同左 

2023年３月30日 第１版 

安全審査指摘事項を踏

まえた検討内容の追加

及びスケジュールの変

更 

－ － 

2023年３月31日 － 改正２ 

安全審査指摘事項を踏

まえたインプットの更

新 

－ 

2023年４月４日 － － 改正２ 

インプットの改正を踏

まえ、検討結果の更新 
2023年４月５日 － 改正３ 

インプットの明確化 

－ 

2023年４月６日 － － 改正３ 

インプットの改正を踏

まえ、検討内容につい

ての記載拡充 
2023年４月14日 － － 改正４ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

 

 

日付 設計の計画 
設計要求事項検討表（耐震技術課） 

インプット アウトプット 
2021年11月９日 新規制定 － － 
2021年11月11日 － 新規制定 新規制定 
2021年11月18日 － 改正１ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

改正１ 

同左 

2023年３月30日 第１版 

安全審査指摘事項を踏

まえた検討内容の追加

及びスケジュールの変

更 

改正２ 

安全審査指摘事項を踏

まえたインプットの更

新 

改正２ 

インプットの改正を踏

まえ、検討結果の更新 

2023年４月５日 － 改正３ 

インプットの明確化 

－ 
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2023年４月６日 － － 改正３ 

インプットの改正を踏

まえ、検討内容につい

ての記載拡充 
2023年４月14日 － － 改正４ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

 

上記のとおり設計に用いる情報の明確化及びその妥当性評価並びに設計の

結果に係る情報（アウトプット）の実績について設計要求事項検討表の最新

版を次葉のとおり添付する。 
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令和 5 年 3 月 15 日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-4 
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補足説明資料2-4 

 

申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る申請書作成のため

の設計として設計要求事項検討表（補足説明資料2-3）を作成している。 

設計のアウトプットが設計に用いる情報の明確化の要求事項を満たしてい

ることの検証を、設計要求事項検討表（補足説明資料2-3）を用いて実施し

ている。 

実績について設計要求事項検討表（補足説明資料2-3）のとおり。 
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令和 5 年 8 月 7 日 R3 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-5 
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補足説明資料2-5 

 

申請書の作成について 

 

本申請に必要な申請書の作成は設計を主管する箇所が作成した設計活動の

アウトプットを基に事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所が実施する。 

上記の作業手順に関する規定として「再処理／廃棄物管理 事業変更許可

申請書の作成フローについて」を定めている。 

設計を主管する箇所が作成する設計活動のアウトプットを申請書案として

取りまとめ、設計の計画に従って要求事項との適合性をレビューしている。

その後、事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所が、上記の設計活動の

アウトプットを取りまとめ、申請書の全体的な体裁チェックを実施した後、

申請書の承認プロセスへ進む（補足説明資料2-6，2-7，2-8）。 

 

当該規定及び申請書の全体的な体裁チェックの実績の例示を次葉のとおり

添付する。 

 

なお、設計を主管する箇所において申請書案を作成する過程では、整理資

料として許可本文、添付書類に記載すべき事項、その根拠となる情報、計算

結果等を取りまとめ、レビューを行うことで変更許可申請書の技術的な内容

に係る品質を確保する活動をしている。 

また、レビューを行う際は、事業変更許可申請の経験を持つ技術者が整理

資料の記載事項について横断的な視点でレビューを行う運用としている。 
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改正来歴 

改正

番号 

制定年月日

または改正

年月日 

改正内容 

0 2021.1.27 新規制定 

1 2023.2.27 4.項（1）：申請書へ反映すべき事項が確認された場合

の運用を追加 

 

4.項（2）：申請書作成過程における整理資料について、

レビューの運用の明確化 

 

4.項（3）：申請書の査読の観点について明確化 

 

4.項（5）：申請書提出までの具体的な運用を追加 

 

別図：4.項を踏まえ、作成フローを修正 

 

別紙1：4.項（1）を踏まえ、管理リストを追加 

 

別紙2および別紙3：別紙1追加に伴う確認事項の追加 

 

別紙4：4.項（5）を踏まえ、確認事項の追加 

 

参考1および参考2：背景が明確となるよう、該当する

JCAPS登録内容を追加 

2 2023.7. 4.項（2）、別添1：整理資料における承認行為について

例を追加 

 

4.項（3）：申請書案作成の留意事項を明確化 

 

別添2：4.項（3）を踏まえ、主たる技術者の経歴の記載

の考え方を追加 

 

参考3：背景が明確となるよう、該当するJCAPS登録内容

を追加 
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添付１ 

 

 

 

 

 

 

 

再処理／廃棄物管理 事業変更許可申請書の作成フロー 

（改正２） 

 

 

 

 

再処理計画部 

計画Ｇ 
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1 
 

１．目的 

再処理事業変更許可申請書および廃棄物管理事業変更許可申請書（以下「申

請書」という。）の作成のための各作業を明確にするとともに、申請書の不備が

ないよう必要な確認を行うこと目的とする。 

 

２．適用範囲 

申請書の作成業務に適用する。 

 

３．用語の定義 

（１）申請書取り纏め箇所（以下「事務局」という。）は再処理計画部計画Ｇをい

う。事務局責任者はＧＬまたは課長とする。 

（２）担当項目責任者とは、申請書作成の担当部署の課長、担当チームがある場

合はそのチームリーダをいう。 

なお、申請書作成の担当部署は「再処理事業部 設計管理要領」に基づき作

成する実施方針における体制に基づくものとする。 

（３）申請書案とは、申請書作成の基となる、担当項目責任者が作成する記載案

をいう。 

 

４．申請書の作成・確認手順 

申請書の作成・確認については、「事業変更許可申請書の作成フロー」（別図）

に基づき以下のとおり実施するものとする。 

（１）事前準備 

① 事務局は、JCAPS CR 登録事項※などにより、申請書へ反映すべき事項が確

認された場合は、都度別紙１に管理リストとして取りまとめ、事務局責任

者の承認を受ける。 

※例）ADRB 添付書類八の誤記（管理番号 CR1159537） 

② 事務局は、別紙１の内容について当該申請書への反映が必要と判断した場

合は、申請書作成前に別紙１を担当項目責任者に提示し、申請書への反映

を依頼する。 

（２）整理資料作成 

③ 担当項目責任者は、申請書作成に必要な整理資料案を作成し、事業許可申

請の経験者（事業許可における各条文担当責任者もしくは既許可の審査経

験を有する者）もしくは幹部（担当部署の副事業部長）による社内レビュ

ーを受け、レビュー者のコメントを反映する。レビューは必要に応じて社

外（電力等）レビューを受ける。 

また、レビュー結果を反映した整理資料について、作成者およびレビュー
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者の上覧印もしくはサインするなど承認行為を残し、当該記録を保管する。

（承認行為の例は、別添１参照） 

［関連 JCAPS CR 登録内容：事業変更許可申請書の作成過程における品質

確保に係る業務の明文化（管理番号 CR1157998）］ 

④ 担当項目責任者は、事務局へ整理資料を提出する。 

（３）申請書作成 

⑤ 事務局は、申請書作成のために最新の申請書の電子データを担当項目責任

者に提示する。 

⑥ 申請書案作成にあたり、以下について留意する。 

a. 担当項目責任者は、担当する変更申請項目について必要な対策検討およ

び解析・評価を行う。なお、解析・評価の管理は、「再処理事業部 設計

管理要領」に基づき確実に行うものとする。 

b. 担当項目責任者は、作成担当者に対して、以下の２点について確実に対

応するよう徹底させること。 

(a). 事務局から提示された電子データを用いて申請書案を作成するこ

と。 

(b). 前後対比表の作成にあたっては、変更前欄には事務局から提示さ

れたデータを記載し、変更後欄には、a.で作成した申請書案を記

載すること。 

［関連 JCAPS CR 登録内容：AAWB 添付書類五の記載誤り（管理番号 

CR1182923）］ 

c. 「主たる技術者の履歴」について、他の事業部と整合を図るため、別添

２の考え方に基づき申請書案を作成する。 

d. 事務局は、担当項目責任者が作成する申請書案について、体裁等の指示・

確認を行うものとする。体裁については、別添３を参照する。 

⑦ 担当項目責任者は、申請書案の作成後に内容確認のため別紙２を使用して

チェックを行い、事務局に申請書案（電子データ）およびチェックシート

を提出する。 

⑧ 事務局は、担当項目責任者から提出された申請書案の電子データを統合す

るとともに、申請書本文および添付書類の変更内容の作成等、必要なもの

を作成（一式化）する。 

なお、作成後は別紙３を使用してチェックを行う。 

⑨ 事務局は、「再処理事業部 再処理安全委員会運営要領」および「再処理事

業部 貯蔵管理安全委員会運営要領」に基づき、安全委員会による審議を

受けるために必要な申請を行うとともに、安全委員会の日程調整を行う。

安全委員会説明資料については、事務局および担当項目責任者が作成し、
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事務局が安全委員会事務局へ送付する。 

⑩ 事務局および担当項目責任者は、安全委員会での審議の結果を受けて必要

に応じ申請書を修正し、修正漏れがないことを確認する。 

⑪ 事務局は、安全委員会終了後に申請書一式を準備し、第三者目線でロジッ

ク上問題ないか、誤記がないこと、などの観点でチェック者へ査読を依頼

する。 

なお、査読の実施に当たっては事務局内で実施方法、チェック者の選定等

の準備を行ったうえで実施する。 

査読の結果、コメントがある場合は反映要否を確認し必要に応じ申請書を

修正し、修正漏れがないことを確認する。 

（４）品質・保安会議 

⑫ 事務局は、「品質・保安会議規程」に基づき、品質・保安会議による審議を

受けるため、品質・保安会議の日程調整を行う。 

品質・保安会議説明資料については事務局および担当項目責任者が作成し、

事務局が品質・保安会議事務局へ送付する。 

事務局および担当項目責任者は、品質・保安会議での審議の結果を受けて

必要に応じ申請書を修正し、修正漏れがないことを確認する。 

品質・保安会議に係る対応の終了をもって申請書完成とする。 

（５）申請 

⑬ 事務局は、申請書の非公開情報の確認をマスキング対応者へ依頼し、マス

キング処理済みの電子文書（公開版および非公開版）を受領する。 

⑭ 事務局は、実施稟議により決裁を受け、申請書への公印を取得する。 

なお、電子文書による申請の場合は、公印を省略し、電子署名を取得する。 

また、事務局は、提出する申請書に落丁等の不備がないか別紙４を使用し

てチェックを行い、原子力規制委員会への提出用の申請書を準備する。 

⑮ 事務局は、申請に当たって東京支社と必要な調整を行い、原子力規制委員

会に提出する。 

 

別図  事業変更許可申請書の作成フロー 

別紙１ 申請書へ反映すべき事項 管理リスト 

別紙２ 申請書案チェックシート 

別紙３ 申請書（事務局作成箇所）チェックシート 

別紙４ 申請書提出前チェックシート 

別添１ 整理資料の承認行為（例） 

別添２ 再処理事業、廃棄物管理事業 変更許可申請書における主たる技術者

の経歴の記載の考え方 
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別添３ 事業変更許可申請書の体裁等の基本ルール 

参考１ JCAPS CR 登録内容：ADRB 添付書類八の誤記（管理番号 CR1159537） 

参考２ JCAPS CR 登録内容：事業変更許可申請書の作成過程における品質確保

に係る業務の明文化（管理番号 CR1157998） 

参考３ JCAPS CR 登録内容：AAWB 添付書類五の記載誤り（管理番号 CR1182923） 

 

 

以上 
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No. 申請書名 項番号 反映すべき事項 具体的例（⼀例） 反映時期 対応部署 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

申請書へ反映すべき事項 管理リスト

承 認 作 成審 査

別紙１
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別添１ 

 

整理資料の承認行為（例） 

 

 

レビュー 
作成担当 

承 認 審 査 作 成 

          

( .  .  ) ( .  .  ) ( .  .  ) ( .  .  ) ( .  .  ) 

 

 

〇作成担当 

 申請書作成担当部署 

 

 

〇レビュー者 

 事業許可申請の経験者もしくは幹部 

 

事業許可申請の経験者 

事業許可における各条文担当責任者もしくは既許可の審査経験を有する者 

  幹部 

担当部署の副事業部長 
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別添２

再処理事業、廃棄物管理事業  変更許可申請書における主たる技術者の経歴の記載の考え⽅

＜考え⽅＞
 優先順位１の中で対象者が複数いる場合は、優先順位２の考え⽅による。
 更に優先順位２の中で対象者が複数いる場合は、優先順位３の考え⽅による。

優先順位１ 優先順位３ 履歴記載内容※２

事業部⻑ −

各事業を所管する執⾏役員（社⻑
除く）

−

監査室
調達室
安全・品質本部
再処理事業部
技術本部

品質・保安会議⻑ −
安全委員会委員⻑ −
核燃料取扱主任者or
廃棄物取扱主任者

−

ライン部⻑※１ 監査室
（技本はセンター⻑、研究所⻑含む） 調達室

安全・品質本部
再処理事業部
技術本部

 注）本考え⽅は、他の事業部と横並びを図っているため、変更の場合は他の事業部との調整が必要

 ※２取得した国家資格は、核燃料取扱主任者、原⼦炉主任技術者、第１種放射線取扱主任者のみ記載する（試験合格のみの場合は記載対象外）
 ※１組織図筆頭部⻑以外（事業部付部⻑、部部⻑等）は記載しない

優先順位２

−
・HP掲載略歴とする
（主に部⻑以上）

役員名簿順

組織図の対象室・本部・事業部に
所属する理事

室・本部・事業部の並び
は組織図の上から順
（2023年7⽉1⽇現在
は、右記のとおり）

各室・本部組織の上位職順。同位の場
合（例：副事業部⻑）は⼈事部で所有
する理事⼀覧順。部の並びは組織図の
上から順。

・⼈事情報をベースとする
（プロパー時代の経歴は課⻑以上、他社在
籍時代の経歴についても課⻑以上の略歴と
する）
・経歴のうち、出向については記載しない

−
−

−

室・本部・事業部の並び
は組織図の上から順
（2023年7⽉1⽇現在
は、右記のとおり）

部の並びは組織図の上から順。
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別添３（１／７） 

 

事業変更許可申請書の体裁等の基本ルール 

 

１．文章フォーム 

 ①Ａ４縦（図・表については、Ａ３でも可） 

 ②余白：上 22ｍｍ、下 25ｍｍ、左 30ｍｍ、右 23ｍｍ 

 ③文字数：34 文字、字送り：13.1ｐｔ 

 ④行数：25 行、行送り：28.3ｐｔ 

 ⑤文字（図表タイトルも同じ）：ＭＳ明朝、13ｐｔ 

 ⑥行間：１行 

 

２．全体の注意点 

・数字一桁（１～９）のみ全角で二桁以上（10～）や小数点以下あり（0.1、0.2…）、

分数（1/2 など）は半角。 

・文章中の読点は「、（点）」ではなく「，（全角カンマ）」を使用。 

・アルファベット（単位含む）は全角。 

・「及び」「並びに」「若しくは」「又は」「当たって」「組合せ」は、漢字を使用。 

・句点「。」を忘れずに。 

・「グローブ□ボックス」「スチーム□ジェット□ポンプ」のような、カタカナの単語を組

み合わせた機器名等は単語と単語の間に半角スペース（□）を使用。 

・「－」（ハイフン）は全角マイナスを使用。 

・文章中の参考文献の括弧呼出し番号「例：○○○
（５０）

」の記載は、ルビを使用。 

設定は、オフセットは 0ｐｔ、サイズは 6.5ｐｔ、フォントはＭＳ明朝、括弧と数字

は全角とする。 

・文章中で略語を用いる場合は，本文，添付書類一～八それぞれ初出の文章で逐一定

義を行う。 

【本文内で定義する場合】 

本文内での再定義は不要。 

【添付書類で定義する場合】 

以下の２パターンの記載を可とする。 

  例１：（以下「○○」という。） 

例１の場合は適用範囲が当該添付書類内となり、当該添付書類内での章をまたい

だ場合の再定義は不要。 

例２：（以下１．では「○○」という。） 

例２の場合は適用範囲が当該添付書類内の１章に限定され、２章以降では再定義

が必要。 

・複数の項目を並べて記載し、最後に「等」を記載する場合は「，」とする（「及び」 

は使用しない）。例：Ａ，Ｂ，Ｃ等 
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別添３（２／７） 

 

・「設備」が主語、「機能」が目的語の場合は「有する」とする。（「設置する」は使用

しない。） 

   例：所内通信連絡設備は，・・・音声通話機能を有する設計とする。 

・既存の設備を使用する場合は「用いる」と記載する。（「設ける」は使用しない。） 

   例：所内通信連絡設備は多様性を確保した専用通信回線を用いる設計とする。 

・「講じた設計」⇒「講ずる設計」とする。 

・「考慮する設計」⇒「考慮した設計」とする。 

・参照する場合は章番号だけでなく、章題も記載する。 

「1.7.15.1 に示す・・・」⇒「「1.7.15.1 誤操作の防止に関する設計方針」に示す・・・」 

・表が複数頁に渡る場合の表題を以下のとおりとする。 

【１つの表として扱う場合】 

１枚目に表題を記載し、２枚目以降は表題を記載せず、左上に「（つづき）」を記

載する。 

【個別の表として扱う場合】 

  表ごとに題を記載し、(1), (2), ・・・を記載することにより、個別の表である

ことを明確にする。 

   例：第 6.1－２表(1) 主要な計測制御系の工程計装 

     第 6.1－２表(2) 主要な計測制御系の工程計装 

     ・・・ 

 （個別の表とする場合の注意事項） 

注記が必要な場合は個別の表ごとに記載し、目次についても個別の表ごとに記載

する必要がある。 
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別添３（７／７） 

 

  

事業変更許可申請書の体裁等の基本ルール 

（参考文献） 

 

１．文章フォーム 

 ①Ａ４縦 

 ②余白：上 22ｍｍ、下 25ｍｍ、左 30ｍｍ、右 23ｍｍ 

 ③文字数：34 文字、字送り：13.1ｐｔ 

 ④行数：25 行、行送り：28.3ｐｔ 

 ⑤文字：ＭＳ明朝、13ｐｔ 

 ⑥行間：１行 

 ⑦インデント：左０字、右０字、ぶら下げ３字 

 
２．注意点 

・呼び出し番号の記載方法は、以下のとおりとする。 

【数字が一桁（１～９）の場合】 

「□（１）□」（全角スペース‐全角括弧+全角数字（50％）‐全角スペース） 

【数字が二桁（10～）の場合】 

「□（10）□」（全角スペース‐全角括弧+半角数字（50％）‐全角スペース） 

・別添－１に示す「事業変更（補正）申請書作成における参考文献の記述について」

に基づいて、また、「参照文献の書き方（SIST 02-2007）」に準じて記載できる項目

を記載する。 

・アルファベットは、半角とする。 

・参考文献中の数字は、一桁でも半角とする。 

・参考文献中の文字記号は「/」、「-」を除き全角とする。 

・欧文でスペースを使用する場合は、「半角スペース」とする。 

・“誌名”“書名”“シリーズ名”の初語以外の冠詞および接続詞ならびに前置詞を除く

各語の初字を大文字とする。 

・参考文献の種類を「雑誌」、「図書の１章または一部」、「論文集の１論文」、「レポー

ト中の１論文」および「会議資料」にした場合は、“章の見出し”または“論文名”

を確実に記載する。 
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JCAPS登録処理票

状態レポートID CR1159537 ステータス PIM実施済 タイプ 状態レポート
人身災害 該当しない 発生日時または認識した日時 2022/09/16 15:21 発生場所 H2

報告先事業部 再処理事業部 報告先 再処理事業部 報告日時 2022/09/16 
15:21

件名 ADRB 添付資料八の誤記

報告内容 2022年9月14日実施の再処理リスク評価データ等の貸与に係る面談において、NRAよりA

DRBの添付書類八に誤記がある可能性が示唆された。 

内容は以下の通り。 

ADRB 添付書類八に記載の重大事故の発生原因の分析のためのフォールトツリーのうち

、蒸発乾固の発生防止対策に係るフォールトツリー（第7.2-9図 蒸発乾固の発生防止対策

及び拡大防止対策のフォールトツリー分析および添付1 技術的能力の第2-1図 蒸発乾固の

発生防止対策のフォールトツリー分析）において、安全冷却水系の循環機能喪失と電源

の故障との関係に誤りがある。当該箇所にはA系の冷却水循環ポンプBが機能喪失に至る

原因として電気設備（B系）損傷を記載しているが、ポンプBは電気設備（A系）から受電

しているため、機能喪失の要因として電気設備（B系）は関係せず、電気設備（A系）損

傷と記載するのが正しい。(ほかにも同様な箇所がある。)

分類Ⅰ-1 規制コメント（保安検査、保安検査結果含む）
分類Ⅰ-2 該当なし
分類Ⅱ-1 再処理事業部
分類Ⅱ-2 -
分類Ⅱ-3
要求事項 ADRBに誤記がないこと。

不適合と判断した理由 ADRBに誤記があったこと。

継続・拡大防止措置の実施状況 -

情報の特異性 -

安全上重要な設備の対象判定 対象外
(旧)分類１
(旧)分類２

参考１
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JCAPS登録処理票

状態レポートID CR1157998 ステータス PIM実施済 タイプ 状態レポート
人身災害 該当しない 発生日時または認識した日時 2022/08/31 15:26 発生場所 H8執務室

報告先事業部 再処理事業部 報告先 再処理事業部 報告日時 2022/08/31 
15:26

件名 事業変更許可申請書の作成過程における品質確保に係る業務の明文化

報告内容 事業変更許可申請書の作成過程においては、申請書に記載するべき内容について整理資

料として纏めNRAヒアリング等の都度 事業部内の関係者（事業許可申請の経験を持つ技

術者）に確認を受けている。ただし、本活動は標準類や業務実施文書に規定された内容

ではない。申請書の品質を確保するうえで重要な活動であるため明文化を行う必要があ

る。 

なお本件は２０２２年８月２６日にＮＲＡに提出した「六ヶ所再処理施設における新規

制基準に対する適合性 安全審査 整理資料 再処理施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の整備に関する説明」において、今後の改善として記載済みの内容で

ある。

分類Ⅰ-1 該当なし
分類Ⅰ-2 該当なし
分類Ⅱ-1 再処理事業部
分類Ⅱ-2 -
分類Ⅱ-3
要求事項 なし

不適合と判断した理由 不適合に該当しない

継続・拡大防止措置の実施状況 なし

情報の特異性
安全上重要な設備の対象判定 対象外

(旧)分類１
(旧)分類２

参考２
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参考３ 

129

























 

 

令和 5 年 8 月 7 日 R3 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-6 

141



 

 

補足説明資料2-6 

 

申請書の承認について(貯蔵管理安全委員会) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち、事業変更許可に係る官庁申請を主

管する箇所は貯蔵管理安全委員会へ付議し、保安上の妥当性について審議を

受けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 
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